
農業特定技能協議会への入会の流れ

地方出入国在留管理局
への申請

〇 初めて１号特定技能外国人を受け入れる農業者等は、地方出入国在留管理局
への在留資格認定証明書の交付申請（又は在留資格変更許可申請）の際、
「１号特定技能外国人を受け入れた日から４か月以内に協議会の構成員となる」旨
の「誓約書」（※）を提出

〇 農業特定技能協議会への入会手続は、当該外国人を受け入れた日から、４か月
以内に実施

（※） 「誓約書」の様式は、法務省ホームページに掲載

ステップ １
入会申請フォーム（※）への入力
〇 農林水産省ホームページの協議会入会申請フォームに、必要事項（氏名・名称、住所等）
を入力・申請

ステップ ２
申請内容の確認
〇 農林水産省において申請内容を確認するとともに、必要に応じ、入力者宛に連絡
（電話又は電子メール）

（※） 入会申請フォームは、準備が完了し次第、農林水産省ホームページにて案内予定

ステップ ３
協議会への入会完了
〇 申請者宛に「加入通知書」を電子メールで送付

（※） 以後、１号特定技能外国人を受け入れる場合は、地方出入国在留管理局への在留資格認定証明書の交付申請
等の際に、「加入通知書」を添付
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